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4．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 
「第１編 海岸の保全に関する基本的な事項」では、熊野灘沿岸を対象に、沿岸保全に関

する基本理念、基本方針、施策について海岸管理者・関係機関・市町村・地域住民が協働・

連携して行う総合的な視点から定めた。 

「第3編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（和歌山県）」では、海岸管理者が行

う海岸整備について、「海岸保全施設」を整備しようとする区域と施設の種類や施設による受

益地域などを定める。なお、第1編で設定した防護・環境・利用に関する事項は、施設整備

の際に十分に配慮されることが前提となる。 

 

4－1 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項 

4－1－1 海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域 

（1）整備対象候補海岸の定義 

海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域は、「第1編 ２-４-１ 海岸の防護の目

標」で定めた防護すべき地域のうち、現時点で高潮、津波、侵食等に対する防護の必要

性が高い地域を有する地区海岸とし、整備対象候補海岸と呼称する。 

ここで、防護すべき地域とは、地盤高等の地形的な要因から、想定規模の高潮等によ

り浸水被害の発生が想定される地域（＝受益地域）のことをいう。 

 

（2）整備対象候補海岸の選定 

整備対象候補海岸は、現時点において高潮・海岸侵食・地震・津波等に対する防護の

重要性が高い海岸から地域の意見、隣接海岸事業・他事業との調整、防護区域の状況、

事業の経済性等を考慮して決定した。 

また、地震・津波対策については、津波シミュレーションの結果を基に、ソフト対策

も含めた総合的な防災対策に取り組んでいく。 

水門、樋門、陸閘等の既存施設については、津波への備えとして、遠隔操作や自動化

等の対策を進めていく。 

 

4－1－2 海岸保全施設の種類、規模及び配置等 

熊野灘沿岸における整備対象候補海岸として、「4－1海岸保全施設を新設又は改良しよう

とする区域」で設定した海岸について、その施設整備計画諸元を整理し、表4-2に示す。 

高潮・波浪に対して必要となる高さは、計画高潮位に計画波に対して必要な高さ及び余

裕高を加えたものである。津波に対して必要な高さは、発生間隔が約90年から150年周期

の地震・津波（レベル1津波）を想定した設計津波の水位を下回らない高さである。 

また、侵食については現状の汀線維持、あるいは波の打ち上げ低減のために必要となる

砂浜幅や、海水浴場としての利用面積などが必要な場合には汀線の回復を図る。 
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4－2 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項 

4－2－1 海岸保全施設を維持又は修繕しようとする区域 

維持又は修繕の対象となる海岸保全施設は、熊野灘沿岸の全ての海岸保全区域内に位置

する海岸保全施設とする。 

 

4－2－2 海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

海岸保全施設の維持又は修繕の方法については、適切な時期に調査・点検を行い長寿命

化計画を策定し、予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効率的な海岸保全施設の維持・

管理を進める。 

維持・修繕の方法は、対象施設の変状の種類や程度を踏まえつつ、新技術・新工法の適

用性も検討し、ライフサイクルコストの観点も踏まえた最適な方法を採用するものとする。 

 

4－3 海岸保全施設の施設概要及び受益の地域とその状況 

4－3－1 海岸保全施設の施設概要 

これまでの検討をふまえ、整備対象候補海岸として選定した個別海岸における海岸保全

施設の新設又は改良の内容、及び海岸保全施設の維持又は修繕の内容を表4-2に示す。 

また、海岸保全施設の整備箇所及び維持修繕箇所整理表（表4-2）に示す記載事項は、表

4-1に示すとおりである。 

なお、ここに示した内容については、現時点でのイメージであり、実施にあたっては地

元住民の意見や事業箇所の自然環境、利用状況等をふまえて詳細に検討を行い、整備内容

や施設構造等を決定していくものとする。 

 

表4-1 「表4-2 整備箇所及び維持修繕箇所整理表」への記載事項 

記載事項 記載内容 

整備の方向性 海岸保全施設の整備の方向性 

規模（現況）及び 

 規模（計画） 
海岸保全施設の延長等 

施設の種類 整備及び維持修繕の対象となる海岸保全施設の種類 

維持又は修繕の方法 海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

 

4－3－2 海岸保全施設の新設又は改良による受益の地域及びその状況 

海岸保全施設の新設又は改良によって高潮、津波による災害や海岸侵食から防護される

地域の状況について、表 4-2 の整備箇所及び維持修繕箇所整理表に示す。 

なお、受益の地域とは本計画による整備対象候補海岸において、海岸保全施設が整備（新

設又は改良）されない場合に、防護水準として設定した高潮、津波等による浸水や現在進

行中の侵食により、海岸背後の家屋や土地に対して被害の発生が想定される地域とする。 
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4－3－3 海岸保全施設に関連するその他留意すべき事項 

海岸保全区域に存する民間事業者が所有する施設については、これらも含めて一体的に

台風等に伴う高潮等や地震に伴う津波への対策を行う必要があるため、施設所有者に対し、

高潮・地震・津波に関する新たな知見等の情報提供や施設整備に関する助言等を働きかけ

ていく。 
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表4-2(1) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(2) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(3) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(4) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(5) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(6) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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表4-2(7) 整備箇所及び維持修繕箇所整理表 
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図 4-1 海岸保全施設の整備対象候補海岸及び維持修繕対象海岸の位置 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図 
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第 3 編において、定めた整備及び維持修繕の対象海岸について、海岸保全区域の範囲と既存の

海岸保全施設の位置、海岸保全施設を新設又は改良する区域、種類及び新設又は改良による受益

地域を添付図として示す。 

また、海岸保全施設のイメージ図を付図-1 に示す。 

 

 

付表-1 添付図 凡例 

凡 例 

 海岸保全施設を新設しようとする区域 

 海岸保全施設を改良しようとする区域 

  海岸保全施設の存する区域 

○堤  堤防（緩傾斜堤防を含む） 

○護  護岸（緩傾斜護岸を含む） 

○壁  胸壁 

○突  突堤（ヘッドランドを含む） 

○離  離岸堤 

○消  消波堤（消波工を含む） 

○潜  潜堤・人工リーフ 

○防  高潮・津波防波堤 

○浜  砂浜（海岸管理者が指定するものに限る） 

○樹  樹林（海岸管理者が指定するものに限る） 

× 水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む） 

  新設又は改良による受益の地域（想定浸水
区域・想定侵食区域） 

※施設については、新設又は改良の対象施設（上表の堤防から水門まで）を示した。 
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付図-1 海岸保全施設のイメージ図 

 

堤防・護岸：海岸線が削れるのを防いだり、高潮や高波、津波などの浸入を防いだりする構

造物です。 

消 波 工：波の勢いを衰えさせて飛沫を減らしたり、堤防・護岸を保護したりする目的で

設置されたコンクリートブロックでできた構造物です。波打ち際や堤防・護岸

のすぐ前面にあります。 

離 岸 堤：波の勢いを衰えさせたり侵食を防いだりするために、岸から離れた海の中に設

置される構造物です。コンクリートブロックや自然石でできています。 

潜   堤：基本的な形状・効果は離岸堤と同じですが、堤体本体が水面下に隠れており、

景観に配慮した施設です。コンクリートブロックや自然石でできています。 

突   堤：海岸から海に向かって垂直に突き出た構造物で、波の流れをさまたげて海岸線

が削られるのを防ぐために設けられます。
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   この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000(地図画像)を複製したものである。（承認番号 平 27 情複、第 1118 号） 
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   この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000(地図画像)を複製したものである。（承認番号 平 27 情複、第 1118 号） 
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   この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000(地図画像)を複製したものである。（承認番号 平 27 情複、第 1118 号） 
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   この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000(地図画像)を複製したものである。（承認番号 平 27 情複、第 1118 号） 
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